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方向
性

説明
方向
性

説明
方向
性

説明

市民
文化
系施
設

集会施設
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

1

市民
文化
系施
設

集会施設
湯沢生涯学習
センター（湯沢
公民館）

湯沢
生涯学
習課

S46 50 45 90
未実
施

継続

　市全体の生涯学習センターの中心
的な役割のほか、湯沢地域における
市民の学習活動や趣味・生きがいな
どの活動拠点として、また、これから
の地域経営の仕組みづくりの中核的
な役割を果たすため、今後も継続す
る。

複合
化

　昭和46年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があること、老朽
化が進んでいること、障害者差別解
消法の施行に伴いバリアフリー化が
必要とされるものの、対応が出来てい
ないことから当該施設は廃止する。
　生涯学習センター機能は今後も必
要なことから、他の公共施設との複合
化を図り、移転・新築する。

見直
し

　当面、現行どおりとする。
　他の生涯学習センターの管理運営
のあり方の検討にあわせ、講座等の
企画・立案機能における行政と市民
等との役割を明確にしたうえで、施設
の管理運営のあり方について検討す
る。

2

市民
文化
系施
設

集会施設
湯沢勤労青少
年ホーム

湯沢
生涯学
習課

S43 50 49 98
未実
施

廃止
　勤労青少年ホームとしての利用実
態がほとんど見受けられず、当該施
設の役割を終えたことから廃止する。

廃止
　昭和43年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止する。

3

市民
文化
系施
設

集会施設

稲川生涯学習
センター（稲川
農村環境改善
センター・稲川
公民館）

川連
生涯学
習課

S62 50 29 58 不要 継続

　稲川農村環境改善センター機能に
ついては、利用実態が設置目的に則
していないことから転用手続きについ
て関係機関と調整する。
　稲川地域における市民の学習活動
や趣味・生きがいなどの活動拠点とし
て、また、これからの地域経営の仕組
みづくりの中核的な役割を果たすた
め、今後も継続する。

継続

　昭和62年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題が無いもの
の、老朽化が進んでいることから必要
な改修を行い、耐用年数まで使用す
る。

見直
し

　当面、現行どおりとする。
　他の公共施設との複合化を図る際
には、講座等の企画・立案機能にお
ける行政と市民等との役割を明確に
したうえで、施設の管理運営のあり方
について検討する。

4

市民
文化
系施
設

集会施設
皆瀬生涯学習
センター（皆瀬
公民館）

皆瀬
生涯学
習課

S51 38 40 105
未実
施

継続

　皆瀬地域における市民の学習活動
や趣味・生きがいなどの活動拠点とし
て、また、また、これからの地域経営
の仕組みづくりの中核的な役割を果
たすため、今後も継続する。

複合
化

　昭和51年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、昭和61
年に大規模改修を行っているものの
老朽化が進んでいることから廃止す
る。
　生涯学習センターの機能は今後も
必要なことから、他の施設との複合化
を図り、移転・新築する。

見直
し

　当面、現行どおりとする。
　他の生涯学習センターの管理運営
のあり方の検討にあわせ、講座等の
企画・立案機能における行政と市民
等との役割を明確にしたうえで、施設
の管理運営のあり方について検討す
る。

中分類
大分
類

○旧市町村単位で設置されている施設（生涯学習センター等）について、市民の生きがい活動をはじめとした様々な活動の拠点とし
て、また、地域課題を解決するために必要な情報や知識を収集・学習する拠点として継続する。
○生涯学習センターが市民、地域の学習拠点としての位置づけを踏まえ、行政の役割りを明確にして、市民等による自主的な管理運
営のあり方について検討する。

機能 建物 管理運営
建
築
年

法定
耐用
年数
①

経過
年数
②

№ 施設名称

方向性

地区 所管課

老朽
化率
②/①

（％）

耐震
改修

00689
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説明
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説明
方向
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説明

中分類
大分
類

機能 建物 管理運営
建
築
年
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①
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②/①

（％）

耐震
改修

市民
文化
系施
設

集会施設
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

5

市民
文化
系施
設

集会施設
山田地区セン
ター（山田公民
館）

山田
生涯学
習課

S52 24 39 163
未実
施

継続

　昭和52年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから、耐震補強及び
予防保全を含めた必要な改修を行
い、長寿命化を図るか、建替を検討す
る。

6

市民
文化
系施
設

集会施設
三関地区セン
ター（三関公民
館）

三関
生涯学
習課

H15 50 13 26 不要 継続
　平成15年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修し、長寿命化を図る。

7

市民
文化
系施
設

集会施設

弁天地区セン
ター（農村交流
センター・弁天
公民館）

弁天
生涯学
習課

S56 24 35 146
未実
施

継続

　昭和56年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから、耐震補強及び
予防保全を含めた必要な改修を行
い、長寿命化を図るか、建替について
他の公共施設との複合化を含め検討
する。

8

市民
文化
系施
設

集会施設
農家高齢者創
作館

弁天
生涯学
習課

S53 24 38 158
未実
施

継続

　陶芸機能は別途施設を整備して継
続する。
　談話室機能については、弁天地区
センターへ集約化する。

廃止
　昭和53年に旧耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題があり、老朽
化が進んでいることから廃止する。

9

市民
文化
系施
設

集会施設
ふるさとふれあ
いセンター

岩崎
協働事
業推進
課

H20 22 9 41 不要 継続

　地域経営を担う地域自治組織の活
動拠点として継続する。
　地域課題の解決に自主的に取り組
むための支援の仕組みについて別途
検討する。

継続
　平成20年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修し、長寿命化を図る。

継続 　指定管理者制度で継続運用する。

○各地区住民の学習活動や趣味・生きがい活動に加え、地域課題の解決に自主的に取り組むための活動の拠点として継続する。
○施設については、地域経営における行政と地域との協働の観点から市が所有し、指定管理者制度により運営する。
　なお、地域自治組織が、地域課題の解決に自主的に取り組むための支援の仕組みについて別途検討する。

継続

　地域経営を担う地域自治組織の活
動拠点として継続する。
　地域課題の解決に自主的に取り組
むための支援の仕組みについて別途
検討する。
　キッズステーション機能については、
子育て支援施設全体の再配置の中
で、設置の在り方について検討する。

見直
し

　直営による管理運営方法について、
指定管理者制度への移行を検討す
る。
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方向
性

説明
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中分類
大分
類

機能 建物 管理運営
建
築
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①

経過
年数
②

№ 施設名称

方向性
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②/①

（％）

耐震
改修

10

市民
文化
系施
設

集会施設
岩崎コミュニ
ティセンター

岩崎
生涯学
習課

H3 34 25 74 不要 継続
　ふるさとふれあいセンターの機能の
一部として位置づけを明確にし、継続
する。

継続

　旧岩崎小学校の体育館を活用した
施設であり、平成３年に新耐震基準で
建築した建物であることから、予防保
全を含め計画的に改修を行い、長寿
命化を図る。

継続
　ふるさとふれあいセンターと一体的
に指定管理者制度で継続運用する。

11

市民
文化
系施
設

集会施設

幡野地区セン
ター（湯沢農村
環境改善セン
ター・幡野公民
館）

幡野
生涯学
習課

S61 50 30 60 不要 継続

　湯沢農村環境改善センター機能に
ついては、利用実態が設置目的に則
していないことから転用手続きについ
て関係機関と調整する。
　地域経営を担う地域自治組織の活
動の拠点として継続する。
　併せて、地域課題の解決に自主的
に取り組むための支援の仕組みにつ
いて別途検討する。
　キッズステーション機能については、
子育て支援施設全体の再配置の中
で、設置の在り方について検討する。

継続
　昭和61年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修し、長寿命化を図る。

12

市民
文化
系施
設

集会施設
須川地区セン
ター（須川公民
館）

須川
生涯学
習課

S49 24 43 179
未実
施

継続

　地域経営を担う地域自治組織の活
動の拠点としてコミュニティセンター機
能を含めて継続する。
　地域課題の解決に自主的に取り組
むための支援の仕組みについて別途
検討する。
　キッズステーション機能については、
子育て支援施設全体の再配置の中
で、設置の在り方について検討する。

継続

　昭和49年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから、耐震補強及び
予防保全を含めた必要な改修を行
い、長寿命化を図るか、建替を検討す
る。

13

市民
文化
系施
設

集会施設
須川コミュニ
ティセンター

須川
生涯学
習課

S50 22 41 186
未実
施

移転
　地域の自主的な活動を支援するた
めの拠点として、須川地区センターに
機能を移転する。

廃止
　昭和50年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止する。

14

市民
文化
系施
設

集会施設

高松地区セン
ター（郷土学習
資料展示施設・
高松公民館）

高松
生涯学
習課

H13 50 16 32 不要 継続

　地域経営を担う地域自治組織の活
動の拠点として継続する。
　併せて、地域課題の解決に自主的
に取り組むための支援の仕組みにつ
いて別途検討する。
　郷土学習資料展示施設部分につい
ては、ジオパーク関連資料や酒造関
連資料、埋蔵文化財等が展示される
市内唯一の機能であることから今後と
も継続する。
　キッズステーション機能については、
子育て支援施設全体の再配置の中
で、設置の在り方について検討する。

継続
　平成13年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。

見直
し

　高松地区センター部分については、
直営による管理運営方法を見直し、
指定管理者制度への移行を検討す
る。
　郷土学習資料展示施設部分につい
ては、現在の収蔵・展示を中心とした
活用方法を、国が示す体験交流型の
機能を高める工夫を行う中で、利用者
の増加を図るための管理運営の在り
方について検討する。

見直
し

　直営による管理運営方法について、
指定管理者制度への移行を検討す
る。
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大分
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方向性
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老朽
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②/①

（％）

耐震
改修

15

市民
文化
系施
設

集会施設

稲庭地区セン
ター（稲川勤労
青少年ホーム・
稲庭公民館）

稲庭
生涯学
習課

S58 50 34 68 不要 継続

　地域経営を担う地域自治組織の活
動の拠点として継続する。
　併せて、地域課題の解決に自主的
に取り組むための支援の仕組みにつ
いて別途検討する。
　勤労青少年ホームの機能について
は、利用実態がほとんど見受けられ
ず、勤労青少年ホームとしての役割を
終えたことから廃止する。

継続

　昭和58年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震基準は満たしている
ものの、施設の老朽化が進んでいる
ことから、予防保全を含めた必要な改
修を行い、長寿命化を図るか、建替を
検討する。

見直
し

　直営による管理運営方法について、
指定管理者制度への移行を検討す
る。

16

市民
文化
系施
設

集会施設
院内地区セン
ター（院内公民
館）

院内
生涯学
習課

M39 24 111 463
未実
施

継続

　地域経営を担う地域自治組織の活
動の拠点として継続するものの、施設
利用者の安全性の観点から他の施設
への移転について検討する。
　併せて、地域課題の解決に自主的
に取り組むための支援の仕組みにつ
いて別途検討する。
　歴史・生活文化資料の展示機能に
ついては、市内に点在する他の資料
を集約化し、湯沢市民全員が閲覧で
きるような施設の在り方について検討
する。その際、収蔵・展示機能だけで
なく体験交流型の運営の在り方につ
いて検討する。

継続
　明治39年に建築した歴史的建造物
として必要な改修を行い、保全する。

見直
し

　歴史的建造物としての役割を重視し
た管理運営方法について、事業展開
も含めて検討する。

17

市民
文化
系施
設

集会施設
秋ノ宮地区セン
ター（秋ノ宮公
民館）

秋ノ
宮

生涯学
習課

H3 24 25 104 不要 継続
　平成３年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修し、長寿命化を図る。

見直
し

　直営による管理運営方法について、
指定管理者制度への移行を検討す
る。

18

市民
文化
系施
設

集会施設
横堀交流セン
ター（旧横堀小
学校）

横堀
協働事
業推進
課

S55 47 37 79 不要 継続

　昭和55年に旧耐震基準で建築した
建物であるものの、耐震基準を満たし
ていることから継続する。
　旧横堀小学校の一部1,839㎡を活用
して設置していることから、旧横堀小
学校全体の有効活用を検討する中
で、施設の在り方について検討する。

継続 　指定管理者制度で継続運用する。

19

市民
文化
系施
設

集会施設
小野地区セン
ター（小野公民
館）

小野
生涯学
習課

S60 38 31 82 不要 継続
　昭和60年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修し、長寿命化を図る。

見直
し

　直営による管理運営方法について、
指定管理者制度への移行を検討す
る。

継続

　地域経営を担う地域自治組織の活
動の拠点として継続する。
　併せて、地域課題の解決に自主的
に取り組むための支援の仕組みにつ
いて別途検討する。
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市民
文化
系施
設

集会施設
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

20

市民
文化
系施
設

集会施設
湯沢コミュニ
ティセンター

湯沢
生涯学
習課

S58 34 33 97 不要 継続
　地域の自主的な活動の拠点として、
併設する児童クラブとの共用を図りな
がら、機能を継続する。

継続

　昭和58年に新耐震基準で建築した
建物で、耐震基準を満たしているもの
の、老朽化が進んでいることから予防
保全を含め、計画的な改修を行い、長
寿命化を図る。

見直
し

　湯沢南児童クラブが併設されている
ことから施設全体の管理運営の在り
方について、所管の変更も含めて検
討する。

21

市民
文化
系施
設

集会施設
三関コミュニ
ティセンター

三関
生涯学
習課

S57 34 34 100 不要 廃止
　コミュニティセンターとしての役割を
終えたことから廃止する。

　昭和57年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題が無いもの
の、老朽化が進んでいることから廃止
する。

22

市民
文化
系施
設

集会施設
川連老人憩の
家

川連
長寿福
祉課

S54 31 37 119
未実
施

　昭和54年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止する。
　当施設の代替機能として他施設の
活用について、地元団体と協議する。
又は地域が設置する集会施設の整備
に当たっての支援策を検討する。

23

市民
文化
系施
設

集会施設
三梨老人憩の
家

三梨
長寿福
祉課

S56 22 35 159
未実
施

　昭和56年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止する。
　当施設の代替機能として地域が新
たな集会施設を設置することについて
地元団体と協議する。その際、集会施
設の整備に当たっての支援策を検討
する。

24

市民
文化
系施
設

集会施設
駒形老人憩の
家

駒形
長寿福
祉課

S48 22 43 195
未実
施

　昭和48年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止する。
　平成28年度にトイレの改修を実施し
ていることから、補助金の処分制限期
間を経過するまで使用する。
　この間に今後の集会施設の在り方
について、地元団体と協議する。

廃止

　地域の自主的な活動の拠点として
機能を継続する。

継続

○町内会館等として利用者のほとんどが地域住民に限定されていることから、地域住民・団体の自主的な活動の拠点として、基本的
に、地元自治会等へ無償譲渡する。
　譲渡にあたっての環境整備等の支援の仕組みについて別途検討する。
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方向
性

説明
方向
性

説明
方向
性

説明

中分類
大分
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機能 建物 管理運営
建
築
年

法定
耐用
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経過
年数
②

№ 施設名称

方向性

地区 所管課

老朽
化率
②/①

（％）

耐震
改修

25

市民
文化
系施
設

集会施設
稲川健康管理
センター

川連 市民課 S58 34 34 100 不要
継続
（譲
渡）

　市民の健康管理及び健康増進を図
るために設置した施設であるものの、
地域の集会所として利用されている
実態に鑑み、集会施設として継続す
る。

譲渡

　昭和58年に新耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題が無く、当分の間
使用できることから地域の集会施設と
して地元に譲渡する。
　譲渡に当たって、必要最小限の改
修を行うと共に、譲渡後の改修等の
支援の仕組みについて別途検討す
る。

26

市民
文化
系施
設

集会施設
湯沢市清水町
六丁目会館

湯沢 財政課 S49 22 43 195
未実
施

継続
　地域の自主的な活動拠点として機
能を継続する。

廃止

　昭和49年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止・解体す
る。
　当施設の代替機能として地域が新
たな集会施設を設置することについて
地元団体と協議する。

27

市民
文化
系施
設

集会施設
湯沢市湯ノ原
町内会館

湯沢 財政課 H17 47 12 26 不要
継続
（譲
渡）

　地域の自主的な活動拠点として機
能を継続する。

譲渡

　平成17年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震基準を満たし、既に
地域の集会施設として機能しているこ
とから譲渡する。

28

市民
文化
系施
設

集会施設
旧明戸児童館
（明戸集会所）

駒形
稲川総
合支所

S40 22 51 232
未実
施

継続
　地域の自主的な活動拠点として機
能を継続する。

廃止

　昭和40年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止・解体す
る。
　当施設の代替機能として他の公共
施設の活用について検討する。又は
地域が設置する集会施設の整備に当
たっての支援策を検討する。

29

市民
文化
系施
設

集会施設
旧御嶽堂児童
館（御嶽堂集会
所）

三梨
稲川総
合支所

S48 22 43 195
未実
施

継続
　地域の自主的な活動拠点として機
能を継続する。

廃止

　昭和48年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止・解体す
る。
　当施設の代替機能として地域が新
たな集会施設を設置することについて
地元団体と協議する。その際、集会施
設の整備に当たっての支援策を検討
する。
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30

市民
文化
系施
設

集会施設
旧岩城児童館
（岩城集会所）

稲庭
稲川総
合支所

S40 22 52 236
未実
施

　昭和40年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止・解体す
る。
　当施設の代替機能として地域が新
たな集会施設を設置することについて
地元団体と協議する。その際、集会施
設の整備に当たっての支援策を検討
する。

31

市民
文化
系施
設

集会施設
旧佐野児童館
（佐野集会所）

駒形
稲川総
合支所

S40 22 52 236
未実
施

　昭和40年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止・解体す
る。
　当施設の代替機能として地域が新
たな集会施設を設置することについて
地元団体と協議する。その際、集会施
設の整備に当たっての支援策を検討
する。

32

市民
文化
系施
設

集会施設
旧久保分館（公
民館）

川連
稲川総
合支所

S40 24 51 213
未実
施

　昭和40年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止・解体す
る。
　当施設の代替機能として他の公共
施設の活用について検討する。又は
地域が設置する集会施設の整備に当
たっての支援策を検討する。

33

市民
文化
系施
設

集会施設
旧三又分館（公
民館）

駒形
稲川総
合支所

S39 24 52 217
未実
施

　昭和39年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止・解体す
る。
　当施設の代替機能として他の公共
施設の活用について検討する。又は
地域が設置する集会施設の整備に当
たっての支援策を検討する。

34

市民
文化
系施
設

集会施設
秋ノ宮中入会ト
レーニングセン
ター

秋ノ
宮

農林課 S58 34 33 97 不要
継続
（譲
渡）

　農林漁業者等の健康増進と憩いの
場を提供するために設置した施設で
あるものの、地域の集会所として利用
されている実態に鑑み、集会施設とし
て継続する。

譲渡

　昭和58年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震基準を満たし、既に
一定の改修を終えていることから現状
で譲渡する。
　譲渡後の改修等の支援の仕組みに
ついて別途検討する。

35

市民
文化
系施
設

集会施設
雄勝野中集会
所　（旧秋ノ宮
診療所）

秋ノ
宮

雄勝総
合支所

S40 22 52 236
未実
施

継続
　地域の自主的な活動拠点として機
能を継続する。

廃止

　昭和40年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから廃止・解体す
る。
　当施設の代替機能として他の公共
施設の活用について検討する。又は
地域が設置する集会施設の整備に当
たっての支援策を検討する。

廃止
　地域の自主的な活動拠点として機
能を継続する。

継続

廃止
　地域の自主的な活動拠点として機
能を継続する。

継続
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市民
文化
系施
設

文化施設
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

36

市民
文化
系施
設

文化施設 湯沢文化会館 湯沢
生涯学
習課

S54 50 37 74 不要 継続

　昭和54年に旧耐震基準で建築した
ものの、耐震基準を満たしていること
から、予防保全を含め、計画的に改
修を行い、長寿命化を図る。

見直
し

　施設の効果的かつ効率的な運営を
図るため、民間活力を活用した管理
運営方法について検討する。また、周
辺自治体との広域化についても検討
する。

37

市民
文化
系施
設

文化施設

雄勝文化会館
（雄勝生涯学習
ｾﾝﾀｰ・雄勝公
民館）

横堀
生涯学
習課

H8 50 21 42 不要 継続
　平成8年に新耐震基準で建築した建
物であり、必要な改修を行い、耐用年
数まで使用する。

見直
し

　施設の効果的かつ効率的な運営を
図るため、民間活力を活用した管理
運営方法について検討する。

38

市民
文化
系施
設

文化施設
稲川カルチャー
センター

川連
生涯学
習課

H14 47 15 32 不要 継続
　市民の学習活動や情報収集の拠点
として、また、芸術文化における発表
の場として継続する。

継続
　平成14年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。

見直
し

　一定の条件のもとで一般貸出が出
来るように使用料の設定を含め、管理
運営の在り方について検討する。

39

市民
文化
系施
設

文化施設
雄勝郡会議事
堂記念館

湯沢
生涯学
習課

M25 22 125 568
未実
施

継続
　湯沢市における歴史資料の展示や
市民の文化活動の場として継続す
る。

継続
　明治25年に建築した歴史的建造物
として必要な改修を行い、保全する。

見直
し

　文化財施設全体の管理運営のあり
方について検討する中で、当該施設
について、既存の展示機能に加え、
体験・交流機能を含め有効に活用す
る方法を検討する。

社会
教育
系施
設

図書館
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

40

社会
教育
系施
設

図書館 湯沢図書館 湯沢
生涯学
習課

S57 50 35 70 不要
複合
化

　昭和57年に新耐震基準で建築した
ものの、老朽化が進んでいること、駐
車場が狭隘なこと、土石流・急傾斜警
戒区域に含まれていることから、移
転・複合化について検討する。

見直
し

　当面、現行どおりとする。
　他の施設との複合化を前提に、施
設の効果的かつ効率的な運営を図る
ため、民間活力を活用した管理運営
方法について検討する。

41

社会
教育
系施
設

図書館 雄勝図書館 横堀
生涯学
習課

H8 50 21 42 不要 継続

　平成８年に新耐震基準で建築した
雄勝文化会館の複合施設であり、文
化会館と同様に必要な改修を行い、
耐用年数まで使用する。

見直
し

　雄勝文化会館と一体的な管理運営
方法について、民間活力の活用を含
め、検討する。

継続
　市民の文化芸術活動の拠点として、
また、湯沢市における文化情報の発
信拠点として継続する。

○市民の学習の場、情報収集の拠点として、また、地域の課題解決に必要な調査研究のための資料を提供するため、図書館機能の
充実強化を図る。
〇管理運営方法については、行政の役割を明確にしたうえで、費用対効果を検証し、民間活力の活用を検討する。

継続

　市民の学習の場、情報収集の拠点
として、また、地域課題の解決に必要
な調査研究資料を提供するため、機
能を継続する。

○市民に自主的な文化・芸術活動の場を提供するとともに、質の高い文化・芸術に触れ、創造的な活動を支援する機会を提供するた
め、文化会館について継続し、予防保全を含め計画的な改修を行い長寿命化を図る。
○管理運営については、民間活力の活用を図るとともに、周辺自治体との広域化について検討する。
○歴史的建造物については、文化財保護法の規定に基づき必要な改修を行い保全する。
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社会
教育
系施
設

博物館等
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

42

社会
教育
系施
設

博物館等
院内銀山異人
館

院内
生涯学
習課

H1 38 28 74 不要 継続

　院内銀山民族資料並びに岩井堂洞
窟考古資料等を収集、保管及び公開
し、歴史文化の保護伝承を図るため
継続する。

継続
　平成元年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修を行い、長寿命化を図る。

見直
し

　資料の収蔵・展示機能に加え、国が
示す体験・交流型の機能を高める事
業展開を含め、管理運営の在り方に
ついて検討する。

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光
施設

基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

58

ｽﾎ ｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光
施設

観光ダリア園 湯沢

観光・
ジオ
パーク
推進課

H4 22 25 114 不要 廃止

59

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光
施設

稲庭城 稲庭

観光・
ジオ
パーク
推進課

H1 47 27 57 不要 継続
　地域の歴史的資料の展示や観光の
拠点として機能していることから、継
続する。

継続

　平成元年に新耐震基準で建築した
建物で、中世の歴史を継承する地域
のシンボル施設として必要な改修を
行い、使用する。

60

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光
施設

古舘庵 稲庭

観光・
ジオ
パーク
推進課

H6 24 23 96 不要 継続

　稲庭城の入場券の販売ほか、地域
の特産品の販売、駐車場及びトイレ
の管理を行うための機能として継続
する。

継続

　平成６年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震基準を満たしている
ことから、必要な改修を行い、当分の
間使用する。

61

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光
施設

小町の郷公園 小野

観光・
ジオ
パーク
推進課

H26 31 2 6 不要 継続
　観光交流拠点として、また市民の憩
いの場として継続する。

継続
　平成26年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。

見直
し

　業務内容を精査し、指定管理者制
度の必要性を検証し、管理運営の在
り方について検討する。

62

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光
施設

道の駅「小町の
郷」

小野

観光・
ジオ
パーク
推進課

H10 34 18 53 不要 継続

　地域の特産品の販売や観光交流拠
点として年間30万人の集客があり、地
域の活性化に寄与していること、また
地域の雇用の場として役立っているこ
とから継続する。

継続
　平成10年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。

見直
し

　「道の駅」の特性に鑑み、指定管理
者制度で運営する。
　指定管理料の収支について精査し、
剰余金の処分の在り方について検討
する。

〇湯沢市の歴史遺産、郷土の歴史、民俗等を後世に引き継いでく役割は行政の使命となっていることから、基本的に継続する。散逸
する文化財の収蔵・展示のあり方について検討するとともに、これら機能に加え、国が示す体験・交流型の事業展開を含めた施設の管
理運営の手法について、学芸員の役割を明確にして検討する。

○市の観光戦略やニーズ等を踏まえ、類似施設の集約化を進めるとともに、役割を終えた施設は廃止する。
○指定管理施設について、指定管理者の収支を精査するとともに、市が求める業務（仕様）の在り方を検討する。

　民間のダリア園が周辺地域に設置されていることから、当該ダリア園は廃止す
る。

継続 　指定管理者制度を継続する。
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63

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光
施設

小町の郷 観光
交流拠点施設

小野

観光・
ジオ
パーク
推進課

H23 24 5 21 不要 継続

　地域の農産物の加工販売をとおし
て、農業者の所得の向上を図るととも
に観光交流拠点として機能しているこ
とから継続する。

継続
　平成23年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。

見直
し

　指定管理者制度で継続する。
　なお、指定管理料の収支について
精査し、剰余金の処分の在り方につ
いて検討する。

64

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光
施設

東山森林公園 小野

観光・
ジオ
パーク
推進課

S54 24 37 154
未実
施

廃止

　コテージ、栗園、遊具等は現在休止
状態にあり、今後再開の見込みがな
いことから、公園機能を含めて廃止す
る。

廃止
　昭和54年から平成３年にかけて建
築した建物であるが、老朽化が進ん
でいることから廃止する。

65

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光
施設

皆瀬観光物産
館

皆瀬

観光・
ジオ
パーク
推進課

H3 24 25 104 不要 継続

　総合案内機能及び物産販売機能に
ついて、類似する民間施設の動向を
踏まえながら、小安峡温泉総合案内
拠点施設との集約化を検討する。

検討

　平成３年に新耐震基準で建築した
建物で、耐震基準を満たしていること
から、小安峡温泉一体の活性化策を
協議する中で、建物の利活用方法を
検討する。

見直
し

　小安峡温泉総合案内拠点施設との
集約化及び小安峡温泉一体の活性
化策の検討結果に基づき、施設の管
理運営の在り方について検討する。
　当面、小安峡温泉総合案内拠点施
設との一体的な指定管理者制度への
移行を検討する。

66

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光
施設

小安峡温泉総
合案内所

皆瀬

観光・
ジオ
パーク
推進課

H20 24 8 33 不要 継続
　総合案内及び物産販売機能を担っ
ている皆瀬観光物産館との集約化を
検討する。

継続

　平成20年に新耐震基準で建築した
建物であり、当面使用する。
　機能の集約化及び小安峡温泉一体
の活性化策の検討結果に基づき、施
設の在り方について検討する。

継続
　当面、指定管理者制度で運営する。
　皆瀬観光物産館との一体的な運営
について検討する。

67

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光
施設

とことん山 皆瀬

観光・
ジオ
パーク
推進課

H3 22 25 114 不要 継続
　森林を活用したレクリエーション施設
として、また地域の雇用の場として機
能していることから継続する。

継続

　昭和61年から平成４年にかけて、新
耐震基準で建築した建物であり、予防
保全を含め計画的な改修を行い、長
寿命化を図る。

見直
し

　現在の指定管理者制度を当面継続
する。
　指定管理者の経営について観光部
門とその他の部門の経理を明確に
し、観光部門の当該施設については、
青年の家や交流センター、バンガロー
などの諸施設を活用したソフト事業の
展開を前提に指定管理者制度を継続
する。

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

保養施設
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

68

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

保養施設
雄勝リフレッ
シュ交流セン
ター（ほっと館）

院内

観光・
ジオ
パーク
推進課

H9 22 20 91 不要 検討 継続
　当面、指定管理者制度を継続する。
　施設の在り方を検討する中で、管理
運営についても検討する。

〇温泉施設については、当面、継続するものの、市内に多数の民間施設があること、設置目的が住民の健康増進のための役割に加
え、観光振興施設としても寄与していること、施設・設備の老朽化に伴う負担が増大し、全てを継続していくことが難しいことなどから、
利用実態と経営状況を精査・分析し、今後のあり方を検討する。
○市が保有する必要性を検証し、近隣に同種の民間施設がある場合や施設の役割を終えた場合は、廃止する。

　周辺に民間施設があること、市民保養施設・観光施設としての利用実態、設備等
の更新状況を踏まえ、今後の在り方について必要性を含めて検討する。
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69

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

保養施設
雄勝自然休養
村管理センター

秋ノ
宮

観光・
ジオ
パーク
推進課

S56 50 35 70
未実
施

廃止
　現状休止状態にあり、今後も利用の
見込みが無いことから、廃止する。

廃止
　昭和56年に旧耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題があり、老朽
化が進んでいることから廃止する。

70

ｽﾎﾟｰ
ﾂ・ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ
系施
設

保養施設
皆瀬農業者等
休養施設

皆瀬

観光・
ジオ
パーク
推進課

S60 47 31 66 不要 廃止

　温水プールの機能は既に廃止済
み。
　温泉機能については、周辺に民間
の施設が多数あり、代替機能が確保
できることから廃止する。

廃止
　昭和60年に新耐震基準で建築した
ものの、老朽化が進み設備の更新を
控えていることから廃止する。

産業
系施
設

産業系施
設

基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

71
産業
系施
設

産業系施
設

湯沢市農業振
興センター

三関 農林課 S46 50 45 90
未実
施

廃止

　農業者の育成及び地域特産物の開
発研究施設として設置されたものの、
現在利用が無く、今後も利用見込み
が無いことから、廃止する。

廃止

　昭和46年に旧耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題があるため
廃止する。
　民間譲渡の見込みがある場合は、
譲渡条件等について協議する。

72
産業
系施
設

産業系施
設

循環型農業推
進センター

須川 農林課 H19 15 10 67 不要

継続
（一
部譲
渡）

　家畜糞尿を堆肥化し、農用地等に
還元する循環型農業に寄与している
ことから継続する。
　研修施設については、地域の集会
施設として使用されていることから、
地元自治会への譲渡を前提に集会機
能を継続する。

継続
（一
部譲
渡）

　平成19年に新耐震基準で建築した
建物であるため、必要な改修を行い、
耐用年数まで使用する。
　研修施設については、平成21年に
新耐震基準で建築した建物であり、必
要な改修を行い、地元自治会へ譲渡
する。

見直
し

　現在直営で実施している管理運営
方法について、一定の使用料が見込
まれることから、民営化への移行を含
め、民間活力を活用した管理運営方
法を検討する。

73
産業
系施
設

産業系施
設

湯沢市稲川有
機アグリセン
ター

三梨 農林課 H15 17 14 82 不要 継続
　家畜糞尿を堆肥化し、農用地等に
還元する循環型農業に寄与している
ことから継続する。

継続
　平成15年に新耐震基準で建築した
建物であるため、必要な改修を行い、
耐用年数まで使用する。

見直
し

　当面、指定管理者制度で運用する。
　収支の状況を精査し、経営的に自
立化が見込めることを検証し、民営化
への移行を関係団体と協議する。

74
産業
系施
設

産業系施
設

皆瀬農業技術
開発研究施設
あぐり館

皆瀬 農林課 H11 22 17 77 不要 継続
　地域の特産品を加工販売する機能
として継続する。

継続
　平成11年に新耐震基準で建築した
建物であるため、必要な改修を行い、
耐用年数まで使用する。

継続
　経営の安定に向け、体制の強化を
図ることを前提に指定管理者制度を
継続する。

○産業振興の支援策の一環として市が設置・保有してきた産業系施設については、事業者の生産活動・生業に関わることであること
から、事業者が主体的に施設を運営し、行政の役割はソフト面の対策に重心を移すこととし、当該施設を譲渡する。
○役割を終えた施設や安全性が確保できない施設については、廃止する。
〇市が出資している第三セクターが管理運営の主体となっている施設については、第三セクターが経営することで新たな雇用を創出す
るほか、地域の特産物の加工・販売により地域経済の振興にも寄与しているなど一定の効果があるものの、事業開始当時との環境の
変化を踏まえ、国の「第三セクター等の経営健全化の推進等について」（平成26年8月5日）に基づき、第三セクターによる施設の管理
運営主体のあり方、及び、第三セクターに対する市の関わり方について検討する。
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75
産業
系施
設

産業系施
設

皆瀬地熱利用
農産加工所

皆瀬 農林課 S55 31 36 116
未実
施

継続
　地熱を利用した地域の特産品の加
工に寄与していることから、継続す
る。

継続

　昭和55年に旧耐震基準で建築した
建物であるものの、平成21年に屋根
及び天井の改修を行っていること、平
成22年にプラントの改修及び増設をし
ていることから、必要な改修を行い、
当分の間使用する。

継続

　当面、指定管理者制度で運営する。
　後継者の確保を含め経営体制の強
化を図り、施設の譲渡を含めた管理
運営方法について、検討する。

76
産業
系施
設

産業系施
設

皆瀬地熱利用
開発センター

皆瀬

観光・
ジオ
パーク
推進課

S40 24 52 217
未実
施

廃止
　現在の利用者が終了した段階で廃
止する。

廃止
　昭和40年に旧耐震基準で建築した
建物であり、施設及び設備も老朽化
が進んでいることから廃止する。

77
産業
系施
設

産業系施
設

皆瀬温室等管
理施設

皆瀬 農林課 S59 31 32 103 不要
継続
（譲
渡）

　地熱利用農産物の一時集荷所とし
て当分使用する。

譲渡

　昭和59年に新耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題が無いこと、地熱
利用ハウスと一体的な利用が望まし
いことから、地熱利用ハウスを所有す
る団体に譲渡する。若しくは普通財産
に転用して関係団体に無償貸与す
る。

78
産業
系施
設

産業系施
設

皆瀬農産物処
理加工直売施
設　かえで庵

皆瀬 農林課 H9 15 20 133 不要
継続
（譲
渡）

　減反政策によるソバの転作を推進
する役割は行政にあるものの、ソバを
加工し販売する機能については民間
の役割となることから、当該施設の機
能については、民間に譲渡して継続
する。

譲渡

　減反政策によるソバの転作を推進
する役割は行政にあるものの、ソバを
加工し販売する機能については民間
の役割となることから、譲渡する。

79
産業
系施
設

産業系施
設

皆瀬米穀乾燥
調製施設

皆瀬 農林課 H8 31 21 68 不要
継続
（譲
渡）

　地域で収穫された米穀の安定乾燥
調製を図るための機能については必
要なものの、事業者の生業に係る業
務であることから、事業者の経営の中
で運営することとし、機能を継続する。

譲渡

　地域で収穫された米穀の安定乾燥
調製を図るための機能については必
要なものの、事業者の生業に係る業
務であることから、事業者の経営の中
で運営することとし、施設を譲渡する。

80
産業
系施
設

産業系施
設

皆瀬水稲育苗
施設

皆瀬 農林課 H8 31 21 68 不要
継続
（譲
渡）

　地域での水稲苗の安定供給を図る
ための機能については必要なもの
の、事業者の生業に係る業務である
ことから、事業者の経営の中で運営
することとし、機能を継続する。

譲渡

　地域での水稲苗の安定供給を図る
ための機能については必要なもの
の、事業者の生業に係る業務である
ことから、事業者の経営の中で運営
することとし、施設を譲渡する。

継続

　現在の指定管理者制度を当面継続
する。
　指定管理者の経営について農業部
門とその他の部門の経理を明確に
し、農業部門については自立した経
営を図ることを前提に管理運営の在り
方について検討する。
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老朽
化率
②/①

（％）

耐震
改修

81
産業
系施
設

産業系施
設

川連漆器伝統
工芸館

川連 商工課 H20 34 8 24 不要 検討

　伝統的工芸品の保存、普及、販売
促進の場を提供することにより、地域
の伝統産業を振興する役割を担い事
業の定着化が進んでいる。
　こうした状況を踏まえ、今後は伝統
産業を発展させるためのソフト面の対
策に重心を移し、当該施設について
は民間の自主的な運営への転換を、
譲渡を含めて関係団体と協議する。

検討

　平成20年に新耐震基準で建築した
建物であり、地方債の償還期限後を
目安に、関係団体と譲渡を含めて施
設の在り方について協議する。

継続 　当面、指定管理者制度で運営する。

82
産業
系施
設

産業系施
設

産業支援セン
ター

川連 商工課 S57 38 34 89 不要 継続
　隣接する林業センターの機能との複
合化を図り、後継者育成のための拠
点施設として継続する。

継続
　昭和57年に新耐震基準で建築した
建物であるため、必要な改修を行い、
耐用年数まで使用する。

見直
し

　林業センターの機能の複合化を図
る中で、後継者育成のための事業の
在り方と、施設の管理運営方法につ
いて民間活力の活用を前提に検討す
る。

83
産業
系施
設

産業系施
設

湯沢市林業セ
ンター（稲川）

川連 商工課 S57 38 34 89 不要 移転
　隣接する産業支援センターへの機
能移転について検討する。

廃止

　昭和57年に新耐震基準で建築した
ものの、老朽化が進み、利用実態も
少ないこと、現在利用しているスペー
スについても産業支援センターの中で
確保できることから、民間への譲渡を
検討し、譲渡の見込みがない場合は
廃止・解体する。

学校
教育
系施
設

学校
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

84

学校
教育
系施
設

学校 湯沢東小学校 湯沢
教育総
務課

H23 47 6 13 不要

85

学校
教育
系施
設

学校 湯沢西小学校 湯沢
教育総
務課

H19 47 9 19 不要

86

学校
教育
系施
設

学校 山田小学校 山田
教育総
務課

S57 47 34 72 不要

87

学校
教育
系施
設

学校 三関小学校 三関
教育総
務課

S60 47 32 68 不要

88

学校
教育
系施
設

学校 須川小学校 須川
教育総
務課

S62 47 29 62 不要

○児童生徒数及び学級数の推移を精査し、子どもたちの教育環境の向上及び社会性の確保の観点から適正規模、適正配置について
検討する。
○地域コミュニティの拠点としての位置付けを踏まえ、大規模改修に当たっては、周辺の地域利用施設（地区センターなど）との複合化
を検討する。

継続
　義務教育小・中学校として継続す
る。

　施設の管理委託業務の発注方式を
見直し、効率的に運営する。

見直
し

　児童生徒数及び学級数の推移を精
査し、子どもたちの教育環境の向上
及び社会性の確保の観点から適正規
模、適正配置について検討する。
　地域コミュニティの拠点としての位置
づけを踏まえ、大規模改修に当たって
は周辺の地域利用施設（地区セン
ターなど）との複合化を検討する。

検討
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説明
方向
性

説明
方向
性

説明
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類
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築
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①
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②

№ 施設名称

方向性

地区 所管課

老朽
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②/①

（％）

耐震
改修

89

学校
教育
系施
設

学校 湯沢北中学校 湯沢
教育総
務課

H23 47 6 13 不要

90

学校
教育
系施
設

学校 湯沢南中学校 湯沢
教育総
務課

S44 47 48 102
実施
済

91

学校
教育
系施
設

学校 山田中学校 山田
教育総
務課

S54 47 37 79
実施
済

92

学校
教育
系施
設

学校 稲庭小学校 稲庭
教育総
務課

H2 47 27 57 不要

93

学校
教育
系施
設

学校 三梨小学校 三梨
教育総
務課

S60 47 31 66 不要

94

学校
教育
系施
設

学校 川連小学校 川連
教育総
務課

H13 47 15 32 不要

95

学校
教育
系施
設

学校 駒形小学校 駒形
教育総
務課

S59 47 32 68 不要

96

学校
教育
系施
設

学校 稲川中学校 三梨
教育総
務課

S49 47 42 89
実施
済

97

学校
教育
系施
設

学校 雄勝小学校 横堀
教育総
務課

H27 47 2 4 不要

98

学校
教育
系施
設

学校 雄勝中学校 横堀
教育総
務課

S49 47 43 91
実施
済

99

学校
教育
系施
設

学校 皆瀬小学校 皆瀬
教育総
務課

H17 47 11 23 不要

100

学校
教育
系施
設

学校 皆瀬中学校 皆瀬
教育総
務課

S53 47 39 83
実施
済

　施設の管理委託業務の発注方式を
見直し、効率的に運営する。

見直
し

　児童生徒数及び学級数の推移を精
査し、子どもたちの教育環境の向上
及び社会性の確保の観点から適正規
模、適正配置について検討する。
　地域コミュニティの拠点としての位置
づけを踏まえ、大規模改修に当たって
は周辺の地域利用施設（地区セン
ターなど）との複合化を検討する。

検討
　義務教育小・中学校として継続す
る。

継続
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方向
性

説明
方向
性

説明
方向
性

説明
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大分
類

機能 建物 管理運営
建
築
年
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①
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②

№ 施設名称

方向性
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老朽
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②/①
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耐震
改修

学校
教育
系施
設

その他教
育施設

基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

101

学校
教育
系施
設

その他教
育施設

湯沢市教育研
究所

湯沢
学校教
育課

S61 50 30 60 不要 継続

　不登校児童生徒の現校復帰のため
の個別・集団指導機能及び就学前後
の様々な悩みごとへの相談を行う教
育相談機能について、継続する。

検討

　昭和61年に新耐震基準で建築した
建物であるものの、土石流・急傾斜警
戒区域に含まれていることから、他の
公共施設の再配置の検討結果を踏ま
え、移転を進める。

継続 　現行どおりとする。

102

学校
教育
系施
設

その他教
育施設

湯沢学校給食
共同調理場

弁天
教育総
務課

H28 34 不要 継続
　平成28年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。

見直
し

　他の自治体における調理及び配送
業務への民間活力の活用事例を調査
研究し、管理運営方法の在り方につ
いて検討する。

103

学校
教育
系施
設

その他教
育施設

皆瀬学校給食
共同調理場

皆瀬
教育総
務課

H18 47 11 23 不要 継続

　平成18年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。
　学校施設の適正規模、適正配置の
検討結果を踏まえ、当施設の在り方
について検討する。

見直
し

　湯沢学校給食共同調理場における
民間活力の活用についての検討に併
せ、当施設の調理及び配送業務の管
理運営方法について検討する。

子育て
支援
施設

幼児・児童
施設

基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

104
子育て
支援
施設

幼児・児童
施設

湯沢南児童ク
ラブ

湯沢
子ども
未来課

H6 22 22 100 不要 継続

　平成６年に新耐震基準で建築し、平
成29年に増築した建物であり、予防
保全を含め計画的に改修を行い、長
寿命化を図る。

見直
し

　指定管理者制度で継続する。
　湯沢コミュニティセンターとの一体的
な管理運営を検討する。
　指定管理による要求水準の内容を
精査し、指定管理料の適正化を図る。
　他の自治体における児童クラブの保
育料の導入状況を精査し、受益者負
担の適正化を図る。

105
子育て
支援
施設

幼児・児童
施設

湯沢市祝田放
課後児童健全
育成施設

湯沢
子ども
未来課

H23 22 6 27 不要 継続
　平成23年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修を行い、長寿命化を図る。

見直
し

　指定管理者制度で継続する。
　指定管理による要求水準の内容を
精査し、指定管理料の適正化を図る。
　他の自治体における児童クラブの保
育料の導入状況を精査し、受益者負
担の適正化を図る。

継続
　少子化にあるものの共働き世帯が
増加傾向にあり、子育て支援の一環
として継続する。

○給食センターについては、学校給食法に基づき学校給食を調理・提供する機能として継続する。学校施設の適正規模、適正配置の
検討結果を踏まえて、集約化の検討を行う。また、調理及び配送業務について民間活力の活用を検討する。
○教育研究所については、機能を継続するとともに、建物は急傾斜等警戒区域であることから、周辺の公共施設の再配置の検討結果
を踏まえて、移転を進める。

継続
　学校給食法に基づき学校給食を調
理・提供する機能として継続する。

○共働き世代が増加するなかで、放課後児童の健全育成と見守り対策として継続する。また、子どもたちの利便性や安全性を考慮し、
学校校舎内への配置を原則とし、校舎内への配置が困難な場合は、学校敷地内若しくは、他の公共施設の活用して施設配置を進め
る。
○指導員の安定確保の観点から、民間活力を活用した管理運営方法を進める。業務仕様書における要求水準の内容を精査し、指定
管理料等の適正化を図る。
○利用料（保育料）について、他自治体の状況を精査し、負担の公平性の観点から、受益者負担の適正化を図る。
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耐震
改修

106
子育て
支援
施設

幼児・児童
施設

岩崎児童クラブ 岩崎
子ども
未来課

H2 47 26 55 不要 継続

　平成２年に新耐震基準で建築した
旧岩崎小学校の一部を活用して設置
したもので、施設の改修等については
施設全体のマネジメントの中で対応す
る。

　指定管理者制度で継続する。
　指定管理による要求水準の内容を
精査し、指定管理料の適正化を図る。
　他の自治体における児童クラブの保
育料の導入状況を精査し、受益者負
担の適正化を図る。

107
子育て
支援
施設

幼児・児童
施設

倉内団地児童
クラブさくらっ子

幡野
子ども
未来課

H7 30 21 70 不要 検討

　当面、倉内住宅集会所を使用して設
置するものの、子どもたちの利便性及
び安全性を考慮し、他の公共施設へ
の移転を検討する。

108
子育て
支援
施設

幼児・児童
施設

いなかわっこ宮
田教室

三梨
子ども
未来課

S47 50 44 88
未実
施

検討

　当面、稲川克雪管理センターを活用
して設置するものの、当施設は耐震
上課題があることから、児童クラブの
機能について、周辺の公共施設への
複合化を含め、施設の再配置を進め
る。

109
子育て
支援
施設

幼児・児童
施設

放課後児童ク
ラブ　いなか
わっこ大舘教
室

川連
子ども
未来課

S48 50 44 88
未実
施

検討

　昭和48年に旧耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題があることか
ら廃止することとし、当該児童クラブに
ついては、他の公共施設に移転す
る。

　現在直営（地元保護者会への業務
委託）で行っている管理運営につい
て、指定管理者制度への移行につい
て協議する。
　他の自治体における児童クラブの保
育料の導入状況を精査し、受益者負
担の適正化を図る。

110
子育て
支援
施設

幼児・児童
施設

ワンパクハウス
（児童クラブ）

横堀
子ども
未来課

S55 47 37 79 不要

　当面、旧横堀小学校の一部を活用
して設置するものの、子どもたちの利
便性及び施設の安全性を考慮し、他
の公共施設への移転・集約化を検討
する。

111
子育て
支援
施設

幼児・児童
施設

小野児童館（児
童クラブ）

小野
子ども
未来課

S60 38 31 82 不要

　当面、小野地区センターの一部を活
用して設置するものの、子どもたちの
利便性及び安全性を考慮し、他の公
共施設への移転・集約化を検討する。

112
子育て
支援
施設

幼児・児童
施設

院内児童館（児
童クラブ）

院内
子ども
未来課

M39 24 111 463
未実
施

　院内地区センターに設置しているも
のの、子どもたちの利便性及び安全
性を考慮し、他の公共施設への移転・
集約化を検討する。

113
子育て
支援
施設

幼児・児童
施設

秋ノ宮児童館
（児童クラブ）

秋ノ
宮

子ども
未来課

H3 24 25 104 不要

　当面、秋ノ宮地区センターの一部を
活用して設置するものの、子どもたち
の利便性及び安全性を考慮し、他の
公共施設への移転・集約化を検討す
る。

　当面、業務委託で継続する。
　委託経費については、要求水準の
内容を精査し、委託料の適正化を図
る。
　他自治体における児童クラブの保育
料の導入状況を精査し、受益者負担
の適正化を図る。

検討

　当面、直営で継続する。
　他の公共施設への移転・集約化の
検討に合わせて、管理運営に係る民
間活力の活用について検討する。
　他の自治体における児童クラブの保
育料の導入状況を精査し、受益者負
担の適正化を図る。

継続
　少子化にあるものの共働き世帯が
増加傾向にあり、子育て支援の一環
として継続する。

見直
し
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②/①

（％）

耐震
改修

保健・
福祉
施設

高齢福祉
施設

基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

114
保健・
福祉
施設

高齢福祉
施設

湯沢市老人福
祉センター

湯沢
長寿福
祉課

S50 47 41 87
未実
施

移転
　高齢者の健康増進や交流の場とし
ての機能は、隣接する福祉センターま
たは他の施設へ集約化する。

廃止
　昭和50年に旧耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題があることか
ら廃止する。

115
保健・
福祉
施設

高齢福祉
施設

湯沢市福祉セ
ンター

湯沢 福祉課 H11 47 17 36 不要 継続
　施設の機能向上（指定管理業務の
追加）を前提に継続する。

継続

　平成11年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。
　施設で行う業務が現行どおりの場合
は、指定管理者への譲渡を検討す
る。

見直
し

　施設の機能向上（委託業務の見直
し）を前提に継続する。

116
保健・
福祉
施設

高齢福祉
施設

高齢者生活支
援ハウスみな
せシルバート

皆瀬
長寿福
祉課

H13 47 16 34 不要
継続
（譲
渡）

　要援護高齢者の住居機能、交流機
能、介護支援機能を提供する生活支
援ハウスの実施は市町村の役割と
なっていることから継続する。

譲渡

　平成13年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震基準を満たしてい
る。
　生活支援ハウスの実施は市町村の
役割となっているものの、民間の施設
を活用して業務委託することも可能な
ことから、隣接する特養との一体的な
運用で夏季等におけるショートステイ
業務などへの活用も図られ、有効に
機能することから民間事業者への譲
渡を検討する。

継続 　当面、指定管理者制度で継続する。

117
保健・
福祉
施設

高齢福祉
施設

介護予防拠点
施設（緑風荘併
設）

駒形
長寿福
祉課

H14 47 14 30 不要 継続
　高齢者の介護予防を進め、自立した
生活を維持していくための拠点施設と
して継続する。

検討

　平成14年に新耐震基準で緑風荘に
併設した建物であり、湯沢雄勝広域
市町村圏組合からの緑風荘施設の移
管の状況を見て、今後の在り方を検
討する。

継続 　当面、現行どおりとする。

○耐震上課題がある老人福祉センターについては、隣接の福祉センターまたは他の公共施設へ移転を検討する。
○指定管理者制度を導入している施設について、民間の自主的な運営に転換するため、委託業務の見直しにより機能の充実を図る、
もしくは関係団体への譲渡を進める。
○広域市町村圏組合が所有する施設（緑風荘）に併設の介護予防拠点施設については、緑風荘施設の移管状況を見て今後の在り方
を検討する。
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方向
性

説明
方向
性

説明
方向
性

説明

中分類
大分
類

機能 建物 管理運営
建
築
年

法定
耐用
年数
①

経過
年数
②

№ 施設名称

方向性

地区 所管課

老朽
化率
②/①

（％）

耐震
改修

保健・
福祉
施設

障害福祉
施設

基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

118
保健・
福祉
施設

障害福祉
施設

皆瀬更生園（付
属施設）

皆瀬 福祉課 H12 22 17 77 不要
継続
（譲
渡）

　身体・知的障がい者の更生施設とし
て必要なものの、障害者総合支援法
に基づく入所施設として民間福祉法
人などが事業者としての認可を得て、
自ら事業収入を確保して経営できるこ
とから、市の役割を明確にしたうえ
で、将来的に経営を民間に譲渡して
継続する。

譲渡

　昭和55年に湯沢雄勝広域市町村圏
組合が旧耐震基準で建築した建物
で、平成４年にB棟を増設後、平成12
年に市が自活訓練棟を設置した。今
後、平成31年に湯沢雄勝広域市町村
圏組合から湯沢市に移管を予定して
いる。
　将来的な経営の民間譲渡に併せ
て、必要な改修を講じて民間事業者
への譲渡を進める。

継続
　当面、現行どおりとする。
　将来的な譲渡に向けて管理運営の
在り方を検討する。

119
保健・
福祉
施設

障害福祉
施設

皆瀬更生園就
労体験施設（小
安湯番所）

皆瀬 福祉課 H15 22 13 59 不要 廃止

　引湯の不具合及び就労体験者の減
少により平成23年から休止状態にあ
り、今後も利用の見込みが無いことか
ら、用途を廃止する。

転用

　平成15年に新耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題が無いものの、
引湯の不具合が生じている。
　現在、民間事業者に有償で貸与して
いることから、行政財産から普通財産
に転用し、当分の間、継続する。民間
が撤退した後は、廃止する。

医療
施設

医療施設
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

120
医療
施設

医療施設 皆瀬診療所 皆瀬
健康対
策課

S46 50 45 90
未実
施

継続
　民間の診療所が設置されていない
中で、地域医療を確保するための拠
点として機能は継続する。

廃止

　昭和46年に旧耐震基準に建築した
建物で、耐震上課題があり、昭和62
年と平成23年に改修工事を実施して
いるものの、老朽化が進んでいること
から廃止する。
　皆瀬地域の公共施設の再編を検討
する中で、代替機能を確保する。

継続 　現行どおりとする。

○広域市町村圏組合から移管が予定されている施設については、必要な改修を加えた上で、譲渡する。
○役割を終えた施設については、機能を廃止するとともに、民間貸付の動向を踏まえて建物も廃止する。

○無医地区の地域医療を確保するための拠点として機能を継続する。
○建物は老朽化が進んでいることから、周辺公共施設の再編に併せて移転等を検討する。
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説明
方向
性

説明
方向
性

説明
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大分
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築
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②/①

（％）

耐震
改修

行政
系施
設

庁舎等
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

121
行政
系施
設

庁舎等
湯沢市役所
本庁舎

湯沢 財政課 H26 50 3 6 不要
　湯沢市における行政の中枢機能と
して、また、災害時の防災拠点として
継続する。

継続
　平成26年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修を行い、長寿命化を図る。

122
行政
系施
設

庁舎等
湯沢市役所
稲川庁舎

川連
稲川総
合支所

S53 50 38 76
実施
済

継続

　昭和53年に旧耐震基準で建築し、
平成28年に耐震補強済みであるもの
の、老朽化が進んでいることから、必
要な改修を行い、耐用年数まで使用
する。
　２階・３階部分の余剰スペースに他
の機能の複合化を検討する。

123
行政
系施
設

庁舎等
湯沢市役所
雄勝庁舎

横堀
雄勝総
合支所

S57 47 34 72 不要 継続

　昭和57年に新耐震基準で建築した
建物であり、平成28年に改修を実施し
ている。今後、必要な改修を行い、耐
用年数まで使用する。

124
行政
系施
設

庁舎等
湯沢市役所
皆瀬庁舎

皆瀬
皆瀬総
合支所

S45 50 46 92
未実
施

検討

　昭和45年に旧耐震基準で建築し、
耐震基準を満たしていないことから、
皆瀬地域の公共施設の再編を進める
中で、他の公共施設との複合化を含
め、庁舎の在り方について検討する。

○本庁舎は湯沢市における行政の中枢機能として、また、災害時の防災拠点として継続する。
○総合支所庁舎は地域の行政窓口機能として、住民サービスの向上と市民の利便性を確保するとともに、まちづくり、地域経営の拠点
として継続する。
○余剰スペースがある総合支所庁舎については、他の機能の複合化を検討する。
○管理委託業務の発注方式を見直し、効率的に運営する。

継続
見直

し
　施設の管理委託業務の発注方式を
見直し、効率的に運営する。

　地域の行政窓口として住民サービス
の向上と利便性を確保するとともに、
まちづくり、地域経営の拠点として継
続する。
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説明
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性

説明
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②/①

（％）

耐震
改修

公営
住宅

公営住宅
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的な考え方

－ － － － － － －

125
公営
住宅

公営住宅 中野住宅 湯沢
都市計
画課

H1 30 27 90 不要 継続
　平成元年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修を行い、長寿命化を図る。

見直
し

　当面、現行どおりとする。
　コミュニティ住宅、定住促進住宅を
含め民間活力の活用を図り、効率的
な管理運営方法について検討する。

126
公営
住宅

公営住宅 山田住宅 山田
都市計
画課

S54 45 38 84
未実
施

廃止

　昭和54年に旧耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題があること、
老朽化が進んでいることから、現在の
入居者が退去した段階で廃止する。

127
公営
住宅

公営住宅 松浦住宅 岩崎
都市計
画課

S53 45 39 87
未実
施

廃止

　昭和53年に旧耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題があること、
老朽化が進んでいることから、現在の
入居者が退去した段階で廃止する。

128
公営
住宅

公営住宅 倉内住宅 幡野
都市計
画課

H9 30 20 67 不要 継続
　平成９年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修を行い、長寿命化を図る。

129
公営
住宅

公営住宅 稲庭住宅 稲庭
都市計
画課

S63 30 28 93 不要 継続
　昭和63年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修を行い、長寿命化を図る。

130
公営
住宅

公営住宅 国見住宅 三梨
都市計
画課

S63 30 28 93 不要 継続
　昭和63年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修を行い、長寿命化を図る。

131
公営
住宅

公営住宅 愛宕住宅 湯沢
都市計
画課

H28 30 不要 継続
　平成28年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
に改修を行い、長寿命化を図る。

○公営住宅法に基づく住宅については、住宅に困窮する所得の低い市民に対して低廉な家賃で住宅を提供する公営住宅の機能を継
続する。また、市内の民間賃貸住宅の空き状況や、国における民間ストックの活用指針を踏まえ、市としての公営住宅の管理戸数を示
し、公と民の役割を明確にした上で、老朽化した住宅は用途廃止を進める。
○旧耐震基準の施設については、現在の入居者が退去した段階で廃止にする。また、新耐震基準の施設については、予防保全を含
め計画的に改修を行い、長寿命化を図る。
○管理運営について、民間活力の活用を図り、効率的な手法を検討する。

継続

　住宅に困窮する所得の低い市民に
対して低廉な家賃で住宅を提供する、
公営住宅の機能は継続する。
　市内の民間賃貸住宅の空き家の状
況や、国における民間ストックを活用
した公営住宅の提供指針を踏まえ、
湯沢市としての公営住宅の管理戸数
を示したうえで、公と民の役割を明確
にし、老朽化した住宅については用途
を廃止する。

見直
し

　当面、現行どおりとする。
　コミュニティ住宅、定住促進住宅を
含め民間活力の活用を図り、効率的
な管理運営方法について検討する。
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説明
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性
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（％）

耐震
改修

公営
住宅

公営住宅
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

132
公営
住宅

公営住宅
湯の原コミュニ
ティ住宅

湯沢
都市計
画課

H19 30 9 30 不要 継続
　密集住宅市街地整備事業に協力し
た市民の方の住居を提供する施設と
して継続する。

継続
　平成19年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。

　当面、現行どおりとする。
　公営住宅、定住促進住宅を含め民
間活力の活用を図り、効率的な管理
運営方法について検討する。

133
公営
住宅

公営住宅 大舘共同住宅 川連
都市計
画課

H7 30 21 70 不要 継続
　平成７年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。

134
公営
住宅

公営住宅
八面定住促進
住宅

駒形
都市計
画課

H4 30 24 80 不要 継続

　平成４年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。
　なお、入居者の希望により譲渡につ
いて協議する。

135
公営
住宅

公営住宅
皆瀬俄坂定住
促進住宅

皆瀬
都市計
画課

H9 30 19 63 不要 継続

　平成９年に新耐震基準で建築した
建物であり、予防保全を含め計画的
な改修を行い、長寿命化を図る。
　なお、入居者の希望により譲渡につ
いて協議する。

その他 その他
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

136 その他 その他
湯沢市克雪セ
ンター

山田 建設課 S60 38 32 84 不要 継続

　豪雪地域における除雪作業を円滑
に進めるための除雪車の格納スペー
スとしての機能は、継続する。
　地域住民のコミュニティ施設機能に
ついては、現在使用しておらず、今後
使用する見込みが無いため廃止す
る。

継続
　昭和60年に新耐震基準で建築した
建物であり、必要な改修を行い、継続
する。

継続 　現行どおりとする。

○車庫、倉庫等については、市全体の総量を見極めたうえで、長寿命化または廃止する。
○市が使用する見込みのない施設については、民間への貸付・譲渡を検討し、民間活用の見込みがない場合は、解体する。

○定住促進住宅については、機能を継続するとともに、入居者の希望に応じて譲渡の協議を行う。
○新耐震基準の施設については、予防保全を含め計画的に改修を行い、長寿命化を図る。
○管理運営について、民間活力の活用を図り、効率的な手法を検討する。

見直
し

継続

　人口減少が進む中で、移住定住対
策を促進するための施策の一環とし
て、定住促進住宅の機能を継続す
る。

　当面、現行どおりとする。
　公営住宅、コミュニティ住宅を含め
民間活力の活用を図り、効率的な管
理運営方法について検討する。
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（％）

耐震
改修

137 その他 その他
稲川克雪管理
センター

三梨
稲川総
合支所

S47 50 44 88
未実
施

継続

　豪雪地域における除雪作業を円滑
に進めるための除雪車の配備スペー
スとしての機能は、継続するものの、
施設の更新にあわせ、他の機能は移
転する。

一部
継続
（建
替）

　昭和47年に旧耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題があることか
ら廃止し、克雪管理センター機能とし
ての必要な規模で建替える。
　現在使用しているコミュニティ施設と
農産物の処理・加工機能について
は、周辺の公共施設への複合化を含
め、施設の再配置を進め代替機能を
確保する。

138 その他 その他 除雪車格納庫 湯沢 建設課 H27 31 2 6 不要 継続
　平成27年に新耐震基準で建築した
建物であり、必要な改修を行い、継続
する。

139 その他 その他
稲川除雪機車
庫

川連 建設課 S61 31 30 97 不要 継続
　昭和61年に新耐震基準で建築した
建物であり、必要な改修を行い、継続
する。

140 その他 その他
大谷除雪機械
車庫

稲庭 建設課 S40 31 52 168
未実
施

検討

　昭和40年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから、改修または建
替を検討する。

141 その他 その他
寺沢除雪車車
庫

横堀 建設課 H7 31 21 68 不要 継続
　平成７年に新耐震基準で建築した
建物であり、必要な改修を行い、継続
する。

142 その他 その他
湯沢市雄勝除
雪センター

横堀 建設課 H13 24 15 63 不要 継続
　平成13年に新耐震基準で建築した
建物であり、必要な改修を行い、継続
する。

143 その他 その他
皆瀬除雪機格
納庫

皆瀬 建設課 H13 31 15 48 不要 継続
　平成13年に新耐震基準で建築した
建物であり、必要な改修を行い、継続
する。

144 その他 その他
皆瀬除雪車車
庫

皆瀬 建設課 S53 31 38 123
未実
施

検討

　昭和53年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから、改修または建
替を検討する。

145 その他 その他 菻田倉庫 三梨
稲川総
合支所

S49 31 42 135
未実
施

継続
　湯沢市役所の文書、備品等の保管
機能として継続する。

廃止

　昭和49年に旧耐震基準で建築した
建物であり、老朽化が進んでいる。
　湯沢市全体の倉庫の総量を見極め
たうえで、文書、備品等を他の公共施
設に移転し、廃止・解体する。

継続
　豪雪地域における除雪作業を円滑
に進めるため、継続する。

継続 　現行どおりとする。
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146 その他 その他 寺沢倉庫 横堀
雄勝総
合支所

H6 24 22 92 不要 廃止
　現在市として使用していないことか
ら廃止する。

譲渡

　平成６年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題が無いため、
湯沢市全体の倉庫の総量を見極めた
うえで、関係団体または民間への譲
渡を進める。
　譲渡の見込みが無ければ解体す
る。

その他 その他
基本的、共通
的な考え方

－ － － － － － －

147 その他 その他
旧小野地区セ
ンター

小野 財政課 H1 22 27 123 不要 廃止
　現在市として使用していないことか
ら廃止する。

譲渡

　平成元年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震基準は満たしている
ものの、市としての活用見込みが無い
ため、民間譲渡を検討する。
　譲渡の見込みが無ければ解体す
る。

148 その他 その他 旧中山小学校
秋ノ
宮

財政課 H9 47 20 43 不要 廃止
　現在市として使用していないことか
ら廃止する。

廃止
　平成９年に新耐震基準で建築した
建物であるが、老朽化が進んでおり、
再利用が困難なことから解体する。

149 その他 その他

旧中山コミュニ
ティセンター（旧
中山小学校体
育館）

秋ノ
宮

財政課 H9 34 20 59 不要 廃止
　現在市として使用していないことか
ら廃止する。

譲渡

　平成９年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震基準は満たしている
ものの、市としての活用見込みが無い
ため、民間譲渡を検討する。
　譲渡の見込みが無ければ解体す
る。

150 その他 その他
旧湯沢市林業
研修センター

湯沢 財政課 S53 24 39 163
未実
施

廃止
　現在市として使用していないことか
ら廃止する。

廃止

　昭和53年に旧耐震基準で建築した
建物であり、老朽化が進んでいること
から、関係団体との協議が整い次第、
解体する。

151 その他 その他
旧湯沢市雄勝
学校給食セン
ター

横堀 財政課 S45 34 47 138
未実
施

廃止
　現在市として使用していないことか
ら廃止する。

廃止
　昭和45年に旧耐震基準で建築した
建物であり、耐震上課題があるため、
解体する。

152 その他 その他 旧岩崎小学校 岩崎 財政課 H2 47 26 55 不要 継続

　公共施設等の有効活用を図るととも
に、地域の活性化及び雇用機会の拡
大を図るため、当面の間、民間事業
者へ有償での貸与を継続する。

継続

　平成２年に新耐震基準で建築した
建物であり、施設の改修等について
は施設全体のマネジメントの中で対応
する。

継続 　現行どおりとする。

153 その他 その他
旧湯沢北小学
校

弁天 財政課 S51 47 40 85
未実
施

継続

　湯沢市役所の文書、備品等の保管
機能は継続する。施設解体後の文
書・備品等の保管機能の代替を検討
する。

廃止

　昭和51年に旧耐震基準で建築した
建物であり、老朽化が進んでいること
から、移転先の検討を進め、当施設
は解体する。

○市が使用する見込みのない施設については、民間への貸付・譲渡を検討し、民間活用の見込みがない場合は、解体する。
○市が取得した未利用施設については、利活用の方策を検討する。
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154 その他 その他 旧須川中学校 須川 財政課 S63 47 28 60 不要 継続

　公共施設等の有効活用を図るととも
に、地域の活性化及び雇用機会の拡
大を図るため、当面の間、民間事業
者へ有償での貸与を継続する。

譲渡

　校舎棟については、昭和63年に新
耐震基準で建築した建物であり、耐震
上課題が無いものの、市としての活用
見込みが無いため、民間譲渡を検討
する。
　体育館については、昭和53年に旧
耐震基準で建築し、老朽化が進んで
いることから解体する。

155 その他 その他 旧院内小学校 院内 財政課 S54 47 37 79 不要 廃止
　現在市として使用していないことか
ら廃止する。

検討

　昭和54年に旧耐震基準で建築した
建物であるものの、耐震基準を満たし
ていることから、他用途への転用を検
討する。
　市として活用見込みが無い場合は、
民間譲渡を検討するとともに、譲渡の
見込みが無ければ解体する。

156 その他 その他 旧小野小学校 小野 財政課 S59 47 32 68 不要 継続

　公共施設等の有効活用を図るととも
に、地域の活性化及び雇用機会の拡
大を図るため、当面の間、民間事業
者へ有償での貸与を継続する。

継続

　昭和59年に新耐震基準で建築した
建物であり、施設の改修等について
は施設全体のマネジメントの中で対応
する。

継続 　現行どおりとする。

157 その他 その他
旧湯沢高校稲
川分校

稲庭 財政課 S28 22 63 286
実施
済

廃止
　現在市として使用していないことか
ら廃止する。

廃止

　昭和28年に旧耐震基準で建築し、
耐震改修済みであるものの、老朽化
が進んでいることから解体する。
　解体時期については、体育館を所
有する秋田県の動向を踏まえて検討
する。

158 その他 その他
旧雄勝中学校
合宿所

秋ノ
宮

雄勝総
合支所

S40 34 52 153
未実
施

廃止
　現在市として使用していないことか
ら廃止する。

廃止
　昭和40年に旧耐震基準で建築した
建物であり、老朽化が進んでいること
から解体する。

159 その他 その他
旧秋ノ宮スキー
場（ロッジ、格
納庫）

秋ノ
宮

財政課 H8 38 20 53 不要 廃止

　現在市として使用していないことか
ら廃止する。
　イベントや朝市の倉庫等としての機
能は、目的別に支援の仕組みについ
て別途検討する。

廃止

　秋ノ宮スキー場を廃止し、今後も活
用の見込みが無いことから、自然公
園法に基づき原状復帰するため、当
該施設は解体する。

160 その他 その他
旧秋ノ宮森林
組合

秋ノ
宮

雄勝総
合支所

H4 22 24 109 不要 廃止
　現在市として使用していないことか
ら廃止する。

廃止

　平成４年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震基準を満たしている
ものの、市として使用する見込みが無
く、土石流・急傾斜警戒区域に含まれ
ていること、借地（有償）であることか
ら解体する。
　民間から譲り受けの希望がある場
合は、譲渡条件等について検討す
る。
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161 その他 その他
旧皆瀬学校給
食共同調理場

皆瀬
皆瀬総
合支所

S47 47 44 94
未実
施

継続
　湯沢市役所の備品等の保管機能は
継続する。施設解体に伴う保管機能
の代替を検討する。

廃止

　昭和47年に旧耐震基準で建築した
建物で、耐震上課題があり、老朽化
が進んでいることから解体する。
　消防署皆瀬分署と一体の施設であ
るため、解体時期については、皆瀬地
域の公共施設の再編と併せて検討す
る。

162 その他 その他
旧湯沢母子生
活支援施設ひ
まわり荘

湯沢 財政課 S57 47 34 72 不要 廃止
　現在市として使用していないことか
ら廃止する。

譲渡

　昭和57年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震基準を満たしている
ことから、関係団体または民間への譲
渡を進める。
　譲渡の見込みが無ければ解体す
る。

163 その他 その他 旧ＴＤＫ工場 弁天 財政課 H2 34 27 79 不要 検討
　現在未使用の施設であり、利活用
方法について検討する。

転用
　平成２年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震基準を満たしている
ことから、他用途に転用する。

継続 　当面の間、現行どおりとする。

164 その他 その他
旧秋の宮山荘
従業員宿舎

秋ノ
宮

企画課 H9 34 20 59 不要 検討
　現在未使用の施設であり、利活用
方法について検討する。

転用

　平成９年に新耐震基準で建築した
建物であり、耐震基準を満たしている
ものの、老朽化が進んでいるため、必
要な改修を行い他用途に転用する。

継続 　当面の間、現行どおりとする。
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